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講習会テキストダイジェスト版 

＜残土・汚染土コース＞ 

【お願い】出典資料を使用する場合は、出典元の関係団体等の承諾を得てください。 

 

2. 残土条例 
 

(1) 残土を搬出する場合、搬出先となる残土の受入地の自治体において、土砂の取り扱いに関する条例等（い

わゆる「残土条例」）を定めている場合があるため、その内容を確認しなければなりません。 

(2) また、搬出元となる自治体においても、搬出時の届出などが必要となる場合があります。 

 

【 解   説 】 

 

(1) 主な規制内容 

 ・土砂の崩壊、流出の防止のために、盛土高、法勾配などを定めている場合があります。 

・一定量以上の残土を搬出する場合、届出が必要となる場合があります。 

・民間の受入地（ストックヤード）に搬出する場合、搬出先となる自治体によっては、残土処分業者の許可制度

などを設けている場合があります。また、有害物質に関する土壌分析結果などの添付が必要となる場合があり

ます。 

・宅地開発等の建設工事に伴う埋立てであっても、届出が必要となる場合があります。 

 

(2) 残土条例の制定状況 

① 残土処分業者への規制（自治体の許可）（都道府県政令市の事例） 

埼玉県：3,000㎡以上の土砂のたい積等 

越谷市：500㎡以上の土砂の堆積等 

さいたま市：500㎡以上の土砂のたい積等 

千葉県:3,000㎡以上の埋立・盛土・たい積 

千葉市：300㎡以上の埋立・盛土・たい積 

茨城県：5,000㎡以上の埋立等 

神奈川県：2,000㎡以上の埋立・盛土・たい積 

相模原市：事業区域の面積が 500㎡以上、または、土砂等の埋立て等の高さが１ｍ以上かつ搬入土量が 

500㎥以上 

栃木県：3,000㎡以上の埋立事業 

京都府：3,000㎡以上の埋立等 

兵庫県：1,000 ㎡以上で、埋立前の地盤の最も低い地点と埋立後の最も高い地点との垂直距離が 1m を超え

る埋立等 

和歌山県：3,000㎡以上の埋立等 

広島県：2,000㎡以上の埋立・盛土・たい積 

徳島県：3,000㎡以上の埋立等 

福岡県：3,000㎡以上の埋立等 

 

② 搬出元の建設工事への規制（届出など）（都道府県政令市の事例） 

埼玉県：500㎥以上の残土を搬出する場合は処理計画を提出 

千葉県:発生元事業者が「土砂等発生元証明書」に土壌分析結果等を添付 

千葉市:発生元事業者が「土砂等発生元証明書」に土壌分析結果等を添付 

神奈川県：500㎥以上の残土を搬出する場合は処理計画を提出 

相模原市：発生元事業者が「土砂等発生元証明書」に土壌分析結果等を添付 

広島県：500㎥以上の残土を搬出する場合は処理計画を提出 

 

③ 制定状況 

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査・対策、および土砂のたい積、埋立等による土壌汚染の防止などに関

する各自治体における条例等の制定状況について、環境省による調査結果は以下のとおりです。 

平成 30年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果、環

境省、令和 2年 3月、http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html 

http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html
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(3) 残土条例の事例 

 

① 埼玉県 
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提出 
①②③④⑤⑥,⑦ 

 

提出 
①②③④⑤⑥ 

返却（控） 確認 

② 千葉県 

a) 埋立て事業者の許可 

3,000㎡以上の埋立て事業 

b) 土砂等搬入届 

   ①土砂等発生元証明書 

②検査試料採取調書 

③地質分析（濃度）結果証明書、 

④土砂等発生場所位置図 

⑤証明書対象区域が確認できる図面（平面図、断面図） 

⑥土砂等発生場所の現場写真、採取状況写真 

⑦土砂等搬入届 

 （①～⑥添付書類） 

 

 

 

    

 

c)発生元事業者の役割 

   ・埋立て事業者から土砂等搬入届（県受付印が押印されているもの）の写しを受け取ることにより、土

砂等搬入届が提出されていることを確認すること。 

   ・搬出先の事業場の許可期間、残容量等について現地確認等により確認作業を励行すること。 

d) 県の残土条例の適用除外となる市町 

千葉市、船橋市、柏市、成田市、佐倉市、八街市、四街道市、神崎町、銚子市、東金市、山武市、芝山

町、勝浦市、木更津市、君津市、富津市、 

 

 

●●トラブル事例●● 

○山林に残土を堆積させた後、埋め立てた業者を、県警は市の残土条例違反（無許可埋立）の容疑で送検し

た。 

 ※市の残土条例の主な内容 

  土砂等による土地の埋立て、盛土を行う事業で、事業面積が 500㎡以上、または、搬入土量が 500㎥以

上の場合、許可申請が必要 

 

 

 

 

 

 

（建設現場従事者の） 産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会 のご案内 
＜産業廃棄物コース＞＜残土・汚染土コース＞＜総合管理コース＞ 

【お問い合せ先】 （公財）産業廃棄物処理事業振興財団 講習会事務局 ０３－４３５５－０１５５ 

■講習会のホームページ http://www.sanpainet.or.jp/service06.php?id=2 

 

千葉県 埋立て事業者 発生元事業者 

http://www.sanpainet.or.jp/service06.php?id=2

